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物
価
高
騰
対
策
と
し
て
、
令
和

８
年
１
月
31
日
〜
３
月
31
日
の
間

に
本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録

さ
れ
て
い
る
人
を
対
象
に
配
布
し

て
い
る
「
ひ
と
よ
し
生
活
応
援

ク
ー
ポ
ン
券
」
の
使
用
期
限
が

迫
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
使
っ
て
い

な
い
ク
ー
ポ
ン
券
を
持
っ
て
い
る

情報ひろば
内容が変更になることがあります。
詳しくはお問い合わせください。

ひ
と
よ
し
生
活
応
援

ク
ー
ポ
ン
券
の

使
用
期
限
は
７
月
末
ま
で

お
知
ら
せ

人
は
期
限
内
に
ご
使
用
く
だ
さ

い
。

　

詳
し
く
は
専
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

使
用
期
限　

７
月
31
日
㈮

※
ク
ー
ポ
ン
券
が
届
い
て
い
な
い

人
は
、
事
務
局
へ
至
急
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

ひ
と
よ
し
生
活
応
援

ク
ー
ポ
ン
券
事
務
局
（
受
託
事
業

者
：
株
式
会
社
Ｊ
Ｔ
Ｂ
熊
本
支

店　

☎
０
５
０
‐
３
５
０
４
‐

１
５
７
３　

受
付
時
間
：
平
日
午

前
９
時
〜
午
後
５
時

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
本
人
は

も
ち
ろ
ん
配
偶
者
、
世
帯
主
の
誰

か
が
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

申
請
す
る
こ
と
で
保
険
料
の
納
付

を
免
除
で
き
ま
す
。

免
除
例

・
退
職
失
業
に
よ
る
特
例
免
除

・
納
付
猶
予
制
度

・
学
生
納
付
特
例　

な
ど

※
令
和
８
年
10
月
か
ら
、
育
児
の

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

た
め
の
免
除
制
度
が
始
ま
り
ま

す
。

　

令
和
８
年
度
の
免
除
申
請
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る

か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

八
代
年
金
事
務
所
（
☎

０
９
６
５
‐
35
‐
６
１
２
３
）、

市
市
民
課
国
保
年
金
係

　市営住宅に入居する時は連帯保証人が必要です
が、連帯保証人の確保が難しい入居希望者でも「家
賃債務保証法人」を選択することで入居できるよ
うになりました。
　家賃債務保証法人を選択する場合は、契約して
初回保証委託料と年間保証委託料の支払いが必要
です。詳しくはお問い合わせください。

家賃債務保証法人
株式会社アルファー
（鹿児島県鹿児島市照

てるくにちょう

国町 15番地 15）

「家賃債務保証法人」を
導入しました

市営住宅の連帯保証人に

問合せ 市住宅政策課市営住宅係
　　　　（☎２２－２１１１　内線２２３３）

ださい。

地 15）

▲ 詳しくは
こちら

飼
い
主
の
い
な
い
猫
の
避
妊

去
勢
手
術
を
無
料
で
行
い
ま
す

　

県
で
は
、「
人
と
動
物
が
共
生

す
る
く
ま
も
と
」
の
実
現
を
目
指

し
、
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
で
飼

い
主
の
い
な
い
猫
の
避
妊
去
勢
手

術
（
無
料
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

事
前
に
必
要
書
類
の
提
出
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

受
付
期
限　

令
和
９
年
２
月
26
日

㈮申
込
・
問
合
せ　

人
吉
保
健
所
衛

生
環
境
課
（
☎
22
‐
３
１
０
８
）

地
域
猫
活
動
の
費
用
を

補
助
し
ま
す

　

地
域
猫
活
動
と
は
、
飼
い
主
が

い
な
い
猫
を
、
そ
の
地
域
の
住
民

が
ル
ー
ル
を
作
っ
て
共
同
で
飼

育
・
管
理
す
る
こ
と
で
す
。
県
で

は
、
地
域
猫
活
動
に
取
り
組
む
町

内
会
な
ど
に
対
し
、
活
動
費
用
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。
事
前
の
申

請
が
必
要
で
す
。

対
象
内
容　

地
域
猫
の
管
理
・
活

動
の
啓
発
、
会
合
や
講
習
会
の
開

催
な
ど

補
助
額
（
上
限
）
30
万
円

受
付
期
限　

７
月
31
日
㈮

申
込
・
問
合
せ　

人
吉
保
健
所
衛

お
墓
の
遺
骨
移
動
に
は

許
可
が
必
要
で
す

　

遺
骨
を
ほ
か
の
墓
地
や
納
骨
堂

に
移
す
「
改
葬
」
に
は
市
の
許
可

が
必
要
で
す
。
市
内
の
遺
骨
を
改

葬
す
る
場
合
は
、
市
環
境
課
に
申

請
し
て
許
可
証
の
交
付
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。
必
要
書
類
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

※
「
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法

律
」
で
、
個
人
の
所
有
地
に
お
墓

を
設
置
・
管
理
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

問
合
せ　

市
環
境
課
環
境
衛
生
係

▲ 市ホーム
ページ

生
環
境
課
（
☎
22
‐
３
１
０
８
）

　

７
月
支
払
い
分
（
５
・
６
月
分
）

の
児
童
扶
養
手
当
（
父
ま
た
は
母

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児

童
が
育
成
さ
れ
る
家
庭
の
生
活
と

自
立
を
助
け
る
手
当
）
は
、
７
月

10
日
㈮
に
指
定
の
金
融
機
関
の
口

座
に
振
り
込
み
ま
す
。
現
況
届
を

提
出
し
て
い
な
い
人
な
ど
は
、
支

払
い
が
で
き
ま
せ
ん
。
至
急
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

10
月
１
日
か
ら
、
職
場
で
の
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
が
強
化
さ
れ
、

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

※
と
求
職
者
な
ど
に
対
す
る
セ
ク

シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
対

す
る
方
針
や
相
談
体
制
の
整
備
な

ど
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
熊
本
労
働
局
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

熊
本
労
働
局
雇
用
環

境
・
均
等
室
（
☎
０
９
６
‐

３
５
２
‐
３
８
６
５
）

10
月
１
日
か
ら
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
と
有
期
雇
用
労
働
者
の
待
遇
改

善
を
進
め
る
た
め
、「
同
一
労
働

同
一
賃
金
」
に
関
す
る
施
行
規
則

と
告
示
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
熊
本
労
働
局
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

熊
本
労
働
局
雇
用
環

境
・
均
等
室
（
☎
０
９
６
‐

３
５
２
‐
３
８
６
５
）

児
童
扶
養
手
当

７
月
支
払
い
分
を
振
り
込
み
ま
す

職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

対
策
が
強
化
さ
れ
ま
す

パ
ー
ト
・
有
期
雇
用
者
に

関
す
る
ル
ー
ル
が
変
わ
り
ま
す

▲ 詳しくは
こちら

▲ 詳しくは
こちら

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
を
使
っ
て
い
る

個
人
と
事
業
者
に

支
援
金
を
支
給
し
ま
す

　

熊
本
県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会
で
は
、

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
（
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
）
の

価
格
高
騰
の
影
響
を
受
け
て
い
る

個
人
と
事
業
者
を
支
援
す
る
た

め
、
支
援
金
を
支
給
し
ま
す
。

給
付
額

個
人
：
１
契
約
に
つ
き
３
千
円

事
業
者
：
１
事
業
者
に
つ
き
６
千

円申
請
期
間　

８
月
31
日
㈪

申
請
方
法

令
和
７
年
７
月
の
支
援
金
を
受
け

取
っ
て
い
る
個
人
・
事
業
者

　

支
援
金
振
込
通
知
書
が
届
き
ま

す
。
７
月
を
過
ぎ
て
も
通
知
書
が

届
か
な
い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

新
規
申
込
を
す
る
個
人
・
事
業
者

　

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
販
売
事
業
者
か
ら
配

布
さ
れ
る
申
込
書
や
専
用
サ
イ
ト

か
ら
、
郵
送
ま
た
は
オ
ン
ラ
イ
ン

で
の
申
請
が
可
能
で
す
。
申
請
す

る
と
き
は
検
針
票
と
通
帳
を
準
備

し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
支
援
金

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
個
人
☎

０
９
６
‐
３
０
０
‐
８
２
０
２　

事
業
者
☎
０
９
６
‐
３
０
０
‐

▲ 詳しくは
こちら

※
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
…
…
顧

客
や
取
引
先
か
ら
理
不
尽
な
苦
情
や
過

剰
な
要
求
、
暴
言
、
威
圧
的
な
態
度
な

ど
の
迷
惑
行
為
を
受
け
る
こ
と

問
合
せ　

市
こ
ど
も
未
来
課
こ
ど

も
福
祉
係

　

定
例
会
を
開
催
し
ま
す
。
希
望

す
る
人
は
傍
聴
で
き
ま
す
。

期
日　

７
月
27
日
㈪

時
間　

午
前
９
時
30
分
〜

場
所　

市
役
所
４
階
委
員
会
室
１

問
合
せ　

市
学
校
教
育
課
総
務
係

人
吉
市
教
育
委
員
会

定
例
会
を
傍
聴
で
き
ま
す

茂も

が

の
ヶ
野
水
源
地
（
大
野
町
）
は
、

昭
和
32
年
10
月
に
本
市
最
初
の
上

水
道
と
し
て
給
水
を
開
始
し
た
水

源
で
す
。
古
仏
頂
・
井
ノ
口
水
源

と
共
に
重
要
な
水
源
で
、
本
市
の

総
配
水
量
の
約
50
％
を
賄
っ
て
い

て
、
昭
和
60
年
に
は
、「
く
ま
も

と
名
水
１
０
０
選
」
に
認
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

毎
年
８
月
１
日
は
「
水
の
日
」、

８
月
１
〜
７
日
は
「
水
の
週
間
」

で
す
。
市
で
は
水
の
週
間
に
ち
な

ん
で
、
水
源
祭
や
水
の
手
橋
の
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
を
実
施
し
ま
す
。
本

市
の
主
な
水
源
は
自
然
の
恵
み
の

中
で
育
ま
れ
た
湧
水
で
す
。
美
し

い
森
林
や
美
し
い
川
を
守
り
、
水

資
源
を
大
切
に
使
い
ま
し
ょ
う
。

水
源
祭
（
神
事
の
み
）

期
日　

８
月
１
日
㈯

時
間　

午
前
９
時
〜

　

下
水
道
を
利
用
し
て
い
る
人

で
、
一
部
で
も
井
戸
水
や
温
泉
水

を
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、
下
水

道
使
用
水
量
認
定
の
届
け
出
が
必

要
で
す
。
す
で
に
認
定
を
受
け
て

い
て
も
、
人
数
や
内
容
の
変
更
が

あ
る
と
き
は
届
け
出
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

正
し
い
下
水
道
使
用
料
の
算
定

の
た
め
、
必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　

市
下
水
道
課
庶
務
係

場
所　

茂
ヶ
野
水
源
地

水
の
手
橋
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

期
日　

８
月
１
〜
７
日

時
間　

午
後
７
〜
10
時

問
合
せ　

市
上
水
道
課
施
設
係

水
の
恵
み
に

感
謝
し
ま
し
ょ
う
！

井
戸
水
や
温
泉
水
を
使
用
し
て

い
る
人
は
届
け
出
が
必
要
で
す

　

九
ち
ゃ
ん
ク
ラ
ブ
「
ふ
れ
あ
い

広
場
」
を
出
張
開
催
し
ま
す
。

期
日　

７
月
27
日
㈪

時
間　

午
前
10
時
30
分
〜
正
午

場
所　

中
原
コ
ミ
セ
ン

テ
ー
マ　
「
シ
ャ
ボ
ン
玉
遊
び
」

対
象　

お
お
む
ね
３
歳
未
満
の
乳

幼
児
と
そ
の
保
護
者

定
員　

８
組
程
度
（
先
着
順
）

申
込
期
限　

７
月
24
日
㈮

申
込
・
問
合
せ　

ほ
っ
と
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
九
ち
ゃ
ん
ク
ラ
ブ
（
☎
32

‐
９
５
６
６
）

「
お
で
か
け
九
ち
ゃ
ん
」
へ

遊
び
に
来
ま
せ
ん
か
？

８
２
０
３　

受
付
時
間
：
平
日
の

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
（
祝
日
を

除
く
））
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